
自 由 の 理 念

大 畑 荘 -

Ⅰ

自由の問題を論じようとするばあいに,それはわれわれの行く手に障害と

して筆立している絶壁のように感じられる｡この論議は古来より哲学上の重

要な問題とされ,いくたびとなく論議の対象となりながらいまなお今日に至

るもその結論を見出すことができないほど,極めて困難な問題である｡いわ

ば永遠の課題ともいうべき問題である｡イマヌエル ･カントは自由の問題を

哲学のつまづきの石といって1),自由について語ることのいかにむづかしい

ことであるかを述べている｡その困難さの原因は,何よりもまず自由の問題

の多次元的な構造にあるといわなければならないであろう｡つまり自由の概

念内容がいかに驚くべくほど豊富であるかを知ると同時に,自由の内容その

ものが極めて多義的である為に,その間題の焦点が不明瞭になってくるので

はないかと考えられる｡けれどもこの間題は,容易に解こうとするには,あ

まりにもその意義は深く,問題の領域は広い｡われわれが自由の問題のまえ

に,しばしば呆然として立ちどまらざるをえなくなるのはそのためである｡
とうろう おの

しかしかりに培地の斧のたとえのようであっても,われわはこの問題に,真

正面からとりくんでいかなければならない｡

自由の問題は,一般に近世に至ってはじめて個人的にも,社会的にも,政

治的にも自覚されたように考えられているが,それは原則として,不当では

ないが,しかし自由の本質として考察する時には,人棟の自由に対する憧慣
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は,人間が人間として理性的に思惟を以って活動することができるようにな

って以来,人間としてもっとも重要な,しかも最大の問題として思考される

ようになったものと思われる｡かかる意味で自由は人間そのものを特質づけ

るもので,人間と自由とはその最初から分離することのできない相関関係に

ある｡ヘーゲルもいう如く,｢世界の歴史は自由の意識における進歩であ

る｣2)といって,人間の歴史はまさに自由の意識における自覚の発展史であ

り,歴史を自由の進歩の上に展開させている｡人間が生れるということは,

まさに自由が生れることと同じ意味を有するとも考えられるが,同時に他面

においては,歴史は自由の束縛と否定でもある｡現代では自由は,もっとも

身近かなものとしては,社会的 ･政治的な領域に関連して取上げられること

が多い｡

人間は生れながらにして自由であるべきだという｡ しかも単に自由を有す

るということだけではない｡人間のもつあらゆるものの中で,もっとも等い

もの,死をもって護るべきもの,また古来より人間が求めてやまないものは,

実に自由であるといわれるが,しかしそれほどまでに尊ばれ追求さるべき自

由とは一体何であろうか｡

この問いにたいしては,端的にいえば,｢自由とは拘束のないことである｣

と答えるのが常識的な一つの定式になっている｡それは自由ということばで,

いろんな意味を包含して,言いあらわすことが可能であるけれども,それら

を共通項で表現するとするならば,それは結局 ｢拘束のないこと｣という点

に帰着するのであろう｡

しかし ｢自由とは拘束のないことである｣という常識的な定式は,自由の

問題の戸口ではあっても,決してそれが問題の解決を意味しない｡これを更

に一歩掘り下げて考察してみる場合に,直面する問題は,人間にとってはた

して拘束のない状態などというものがありうるだろうかという問題である｡

これが問題になるのは,実はわれわれ人間が常々無数の自然と社会との目に

見えない拘束の糸によって,がんじがらめにしぼられて,その拘束から逃れ

ることが不可能と考えられるからである｡この見地にたてば,完全な自由と

か,絶対の自由とかいうものは存在しないが,しかしある一定の限界内にお
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いては,自由でありうる｡｢自由はある, しかし完全な自由はない｣という

結論に到達する｡元来,束縛を完全に排除した自由を得ることは,人間にと

って全く不可能であり,人間は自然的な身体的な条件によって制限されてい

る｡そこには若干の自由と.ともに,若干の不自由がある｡また社会的 ･心理

的な条件によって制限され,拘束されている｡したがって政治的自由が破壊

活動の自由にまでいくことは許されないし,言論の自由は人身攻撃の自由で

はない｡居住の自由といっても,海を超えて他国に自由に入国することはで

きない｡そこに自由の限界がある｡

自由の問題は,一般に近世に至ってはじめて個人的にも社会的にも自覚さ

れたように考えられたことは前述の通りであるが,そもそもの構成要素を形

成していたのは,いうまでもなく古代ギリシャに由来する自由の理念である｡

それは古典期のポリスを基盤として形成されたいわゆるポリス的自由である｡

ギリシャのポリスは,元来小土地所有民たちの集団により成立した共同体で

あり,平等な自由民の誓約を,その存立の原理としていた｡市民は,市民で

ある限り,平等の権利と義務とを有する同盟者であった｡したがって自由と

は無秩序ではなく,無条件に支配する法のまえでの平等に外ならない｡しか

し当時の社会においては非自由民や奴隷たちは除外されておった故,自由を

享受できる人びとは極めて限られた少数者のものでしかなかったことは否定

できない｡ したがって古代ギリシャのデモクラシーと近代デモクラシーの相違も.

そこに見出しうるのである｡しかしこの古代ギリシャの自由の思想もあまり

長くは続かなかった｡それはポリス内部の崩壊によってくずされ,やがて出

現するアレキサンダー大王やその後継者たちの大帝国の中に同化されてしま

ったからである｡だが現実は消滅してしまったとしても,それは理念として

生き続けて,後世にまで大き-な影響を及ぼすことになる｡当時の古代ギリシ

ャ人たち自身は,その自由の独自性をはっきり自覚していた｡しかし個人的

自由を要求する思想が広まり,そq)要求のための社会的思想的運動が起った

のは,ルネサンス及び宗教改革以後,つまり近代の初期からといってよいで

あろう｡資本主義の発達そのためには政府の干渉,社会的束縛を打破する必

要があり,この運動は17世紀以来,自然法思想が理論的基礎づけをして,更
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にベンザムやミールの主張する功利主義が,その理論を提供した｡

ⅠⅠ

そもそも自由という語の中には受動的と能動的の二つの意味があり,一方

は外部から決定されないという意味であり,他方は自ら決定するという意味

である｡一般に自由を ｢行動の自由｣と ｢意志の自由｣に二分して考え,前

者の ｢行動の自由｣とは,内面的な意志決定を外面的な行動にうつす場合に,

その外面的な行動が外面的な強制によってさまたげられないということを意

味するものであり,通常社会的自由,政治的自由などといわれる場合の自由

はこの意味である｡後者の ｢意志の自由｣は,これに対し,内的な意志決定

そのものの自由を意味するものである｡行動の自由がとかく政治によって決

定される場合が多いのに対して,意志の自由は古来形而上学の問題とされて

来たのであり,哲学的問題としてとらえようとするもの3)である｡しかし前

者の場合は,いわば消極的意味における自由であるため自主性 ･主体性を欠

くという点からすれば倫理的意味は浅薄とならざるをえない｡したがって倫

理学上の問題として重要視されるのはむしろ後者の積極的意味における自由

であろう｡これは自律的 ･自主的行動であって,意志が外的に関係なく,自

らの原理に従って決断し行為するのである｡つまり ｢意志の自由｣とは人間

の自己決定の自由にはかならないのである｡

例えば,人間外の動物達は,恰も人間と同様に自発性の自由を持っている

けれども,その動物達の自発性といわれる内容を綿密に調査してみると,そ

れらの行動は,すべて衝動や本能のような極めて単純なしかも盲目的な力に

支配されて行動しているのであることが判明する｡しかし人間の場合紘,理

性の如き高等な精神力によって思惟しつつ行動するのである｡

もっとも生存への意欲は,人間にも他の動物にも共通であろう｡ただ相違

する点は他の動物はそれが始終一貫して自然的必然としてあるのに対して,

人間はそれが単なる自然的必然としてあるに止まらず,自由意志に基づき,

自ら自主的 ･積極的態度をとるまでに高められ自己決定的に行動する点であ

β



り,また人間には衝動や本能などの生命的欲求を抑制する意志の働きがある｡

つまり節制の意志である.これ昼理性による欲求の抑制統御である.ここに

単なる動物と人間の異なる重要な差異が存する｡この自律的精神が倫理的に

真の自由な心であるといわぬばならぬ｡

自由の概念には前述の通り二義があって,一つは外部の拘束からの解放と

いう客観的または社会的な自由であり,他の一つは自律的 ･自発的な自己自

覚であって,主体的または個体的な自由である｡前者の場合は主として,社

会的 ･経済的 ･政治的な問題と緊密な関係を有しており,その限りでは社会

的平等ということと何等かの意味で関連性を有している｡

自由とは自ら定めた目的に向って行動することには相違ない｡しかし行動

面を主として自由を考えると客観的となり外的自由を意味し,自ら定める面

に重点をおくと,主体的 ･内的自由を意味するようになる｡ホップスが ｢自

由とは,外物の妨害を受けないことだ｣とし｢っているのは,客観的 ･社会的

な自由を意味している｡

自由という言葉は英語で,{LibertyとFreed'omの二語に分けられるが,こ

の場合前者は社会的 ･客観的な自由を指し,｢後者は主体的 ･個体的な自由を

意味している｡--バート･リードはこの相違について次のように述べてい

る｡｢人間は自由 Freeである｡彼は彼の自由Libertyを与えられている｡

Freedom (自由)は個人の属性である｡Liberty(自由)は公民の権利である｡

この区別は次のような使用法の中に巧みに例証されている.- 市の<Lib-

erty> (自由)とは市当局の権限が行われる範囲内の一定の地域であるo市

の<Freedom> (自由)とは個人に許された属性 (特権)である｡この二つ

の言葉- FreedomとLiberty- の間には,限りないニュアンスのちがい

がある4)｡前者の自由は後者の自由が伴わなくては幕の自由ということはで

きない｡即ち消極的自由であるところの ｢--･からの自由｣は,同時に積

極的自由であるところの ｢---を選ぶ自由｣と結びつくことなしには真の自

由ということはできない｡行動の自由には意志の自由が必要である｡もしわ

れわれが外的の束縛から解放せられて,恰も寵の中から放たれた小鳥のよう

に自由になった時においても,自己自身が積極的に価値ある仕事に従事する
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という積極的自由を欠如しているならば,自己の無力感,虚無感や自由の重

荷に耐えかねて ｢自由からの逃走｣5)心が起るであろう｡

さて Libertyと Freedom の間が実は単に量的な差異ではなく質的な矛盾

対立する場合があり,ここに社会と個人との厄介な問題が存在する｡それは

Libertyというものが自由な個体の単なる集合によって成立するものではな

く,逆に社会が先づ主体となって社会の秩序と維持のため,個人に優先して

考えるべきであり,したがって個人の自由を束縛し否定する面がある｡つま

り社会的集団の力によって,個人の自由に圧力を加え平均化するところにむ

しろLibertyが成立するのである｡これに対して Freedom は外部からの圧

力を自分の内部から打ち破ってゆこうとするところに,自主的なものとして

成立するのである｡かかる意味で両者を結合させて高次な媒介統一の途を見

出そうとすることは容易なことではないが,しかしFreedom に対立し矛盾

している如きLibertyも,実はかえって Freedom と関連しそれを自己の必

須の媒介契機としているのである｡即ち社会的自由の客観的規定は主体的な

ものに媒介されて成立しているとみるべきである｡

この問題を深く掘り下げてゆくならば,結局個人と社会との関係となり,

それは単に契約説やその他の社会学説だけでは解決できず,それがまた同時

に倫理や宗教の問題であると共に哲学の主体的問題でもあるが6), その両者

を止揚することによって解決に導いた一つの方法の誕生である｡

元来自由は常に私の自由と他人の自由とが両立するものでなければならず,

すべての人びとに共通する自由であるということである｡

真に自由なる人は他人の自由を認める人である｡自分にだけ自由を認め,他人に自

由を認めぬ人は,自分はそれを自由のように思っていても,それは真の自由で

はなく,倫理的に甚しく矛盾したことであり,承認し難いところである｡つ

まり普遍化され,社会の秩序と両立するものでなければならない｡私の自由

はまた他人の自由によって限定されるのである｡この限定を与えるものが法

の任務でもある｡したがって法は個人の自由を抑制もするが,また他の人び

とをも抑制するので人びとは他の人びとの専制的支配や強制から解放される

のである｡こ･こにおいて真め自由とは法に従うということになる｡われわれ
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はすべての人びとにひとしく適用される法によって支配されるのであるが,

それ以外のことで決して拘束されることはないのである｡したがってわれわ

れは法のゆるす範囲において行動する自由をもっても,法を超えての自由は
いえど

なにびとと雄 も持ちえないのである｡法を無視して行動することは,他人の自

由をも無視することとなんら変りない｡そこで各人が自己の定めた法に自己

が従うという,自律的な意味においての真の自由が発揮されるのである｡法

は Libertyの保存の為には欠くべからざるものであるが,法はそのものの内

容において積極的に Freedom を具現したものでなくてはならない｡法が自

由の保障たるには,それが可能なかぎり多数の意志が表現されていることが

大切であるが,その意志はあくまでも理性に基づく合理的な意志でなければ

ならないO｢法は一般の意志の表現であるoすべての市民は直接に,また彼

らの代表者によって法の制定に参加する権利を有する｣といわれるのは至極

当然のことである7)｡もし多数の意志がただ単に多数の意欲または力を表示

するだけに過ぎないならば,それは法としての形式は整っていても法の生命

ともいうべき個人の自由の実現を犠牲にすることを意味して,道徳権威をも

たないことになるであろう｡Freedomがなければ,たとえ,われわれの所属

する団体なり社会なりが ｢自由｣であっても,われわれには自己実現の自由

は存在しない｡勿論,自由は多くの団体などの集合の力によらなければ確保

できないことはたしかである｡しかしこの事実のために,自由は個人のため

に存在するという真実を忘れてはならない｡たとえいかに国家,社会その他

の集団に ｢自由｣があるといっても,それらを構成する各個人に圧制的であ

り,各個人が自由を有しておらないならば,その社会や国家の ｢自由｣は自

由としての真の意義は有しない8)｡だが各個人の自由を保障し,かつ社会の

自由を保存させる為には,当然法治主義の原則を認めなければならない｡過

去において自由のたたかいが,常に歴史的には法治主義-の運動となって現

われたのは至極当然のことであろう｡

ll



ⅠⅠⅠ

自由の概念を二つに分類してみると,一つは理念としての自由であり,他

はイデオロギーとしての自由である｡さまざまな自由の概念はこの中のいづれ

かに属するものとみることができる｡

古来より人間が求めてやまないものは,実に自由であるといわれ,見果て

ぬ自由への憧憶は無限に拡大され,その実現のため人心にたゆまぬ努力を抱

かせたものである｡このような考え方にもとずいたのが理念としての自由で

ある｡この自由のうけとめ方によっては,またさらに二つに区分せられる｡

一つは自由を哲学的な形而上学的立場からとらえようとするものである｡哲

学者は自由の問題を,必然論 (決定論)と自由論 (非決定)の形をとって論

じており,カントが自由の理念として,また ｢先験的自由と実践的自由の区

別を通して論じて以来,哲学の中心的問題をなしている｡

意志に関しては,前述のように従来から二つの相反する説がある｡即ち必

然論と自由論である｡必然論は決定論または宿命論とも呼ばれ,主として因

果律に基くのである｡因果の法則に従えば万物はすべて必然の法則に支配さ

れ,人間がこの世において経験するものの一切は必ず論理の必然性に従わね

ばならない｡結果あるところ必ず原因がある｡故に因果の法則は宇宙を貫く

根本法則であり,従って当然人間の意志もまたこの大法則の支配下に動くべ

きであると主張するのが,いわゆる意志の必然論,或は決定論と称される｡

必然論には,その立論の方法によって,論の内容上にはいろいろの立場があ

るが,結局意志の自由の如きは,非合理的であるとして全く反対の立場をと

っているのは共通している｡この論の中には種々の派があるのは,意志を必

然に活動せしめる原因が何であるかの見解の相違に基づくものである9)｡

さて,必然論の如く一方的な因果的必然性に従って行動し,自覚的な自由

による態度の介在する余地が全くないとしたなら,人間の行為も他の自然の

事象と同様,禍福はもたらすとしても,道徳的に善とか悪とかとして賞讃さ

れたり非難されたりはしないであろう｡それは道徳以前の領域であるO徒つ
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て行為の本質的な意義は意志の自由であり,それは人間の行為の具体的な全

-的な姿を表示するものであって,因果は,その抽象的な分析的な静的な見

方に過ぎない｡行為の具体的な姿としての自由は,行為者自身がなんらの外

的拘束や強制または支配をうけずに自分の思うままに,自らの自由な意志に

基づいて行動する態度が,そのまま自由意志活動である｡そしてそこには自

分の行動は自分の意志により,自分の意志を現わしてゆくという自意識また

は自覚が存在すべきである｡自由の内容的意義は,外的拘束によらず,いわ

ば理性の支配こそ,自由の本質とみるべきである｡自由の自由たる本質は,

むしろわれわれの実践理性即ち道徳的意志が命ずるところに,自ら服従する

という自律たる点に重点がおかれる｡われわれが自己自らの主人公となる時,

われわれは内的に精神の自由を得たといえうるのである｡いたずらに他人の

言説,命令或は社会の習慣などに盲目的に従う人は自己をもたない人といわ

ねばならぬであろう｡また自由のあるところ必ずこれに相応する責任が附随

する｡自由と責任とは不可分のものであるとよくいわれるが,それは意志の

自由があってこそはじめて責任を感じ責任を負うのである｡

以上は理念としての自由を論じたのであるが,他方イデオロギーとして

の自由は,イズムとしての原理でとらえようとするもので,それは一定の社

会的歴史的段階と地盤とに結びつけて解釈づけようとするものであるO荊述

の理念としての自由が,超歴史的,超階級的であるのに対して,これは歴史

的かつ具体的であり,一定の時代と結びついて存在する｡ 自由をイデオロ

ギーとして,すなわち,一定の社会的段階と地盤に結びついて発生したイズ

ムとして把握しようとするところに特徴がみられる｡これは究極のところ資

本主義の成立と結びついて形成されてきた総合的な生活様式を内容としたも

のとみてよいであろう｡ したがって特に社会思想として自由を論ずる場合に

は,主としてこのイデオロギーとしての自由が論ぜられるであろう｡哲学者

が問題とする理念としての自由が根底に普遍性が存在 しておるのに対して,

イデオロギーとしての自由が近世初頭に市民階級の精神的志向として,特殊

的具体的に顕現したものといえよう｡

イデオロギーとしての自由は,市民階級のイデオロギーであるところから,
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必然的に市民階級の自由への要求を中核としている点は明白やある｡市民階級

はまず中世封建勢力への反抗として現われ,次に絶対国家への反抗の旗印を

明確にした｡これらの階級の自由獲得のための原動力となったものは主とし

てその経済力であった｡

市民階級を中心とする思想は.個人の自由を経済的領城において要求する

ものであるから資本主義社会とか経済社会といわれるのもそのためである｡

市民階級が資本主義社会を確立するためには,中世封建社会を打破すること

が先決問題であったが,市民階級独自でこの目的を達成することは,不可能

に近かったので,国家権力と結びついて,共同してこの大敵打倒に立ち向っ

た｡その結果この大敵も一応打倒して目的を達成したが,今度は国家権力が

表面に出てきた｡つまり絶対王政がそれである｡そこで市民階級が標ぼうす

る自由獲得のため,昨日の友たる国家と対決する必要に迫られたのである｡

これはいうまでもなく,市民階級の実力の蓄積によるものであって,彼らは

自己本来の要求である経済活動の自由な展開こそ社会全体を幸福に導くもの

であると考えて,そのために国家の機能をできる限り制限しようとしたので

ある｡市民階級の自由への要求も結局は中世封建勢力の打倒と国家干渉排除

にそのはこさきが向けられ,新しき経済社会の確立への要求として現われた｡

これはイデオロギーの自由思想として論ぜられるべきである｡

ⅠⅤ

一般的に今日われわれが使用している自由の概念は,実は主としてヨーロ

ッパで特に古代ギリシャにおいて成立したものとみるべきである｡わが国に

ついて自由という言葉がいつ頃から使われるようになったかは,さだかでな

いが,おそらくその内容は,明治以後西洋文化移入と共に移植されたものと

推定される｡要するに日本のみならず東洋には自由の思想の発展する土壌が

存在しなかったのかも知れない｡中国にしてもインドにしても政治的な社会

的な次元での自由は,現実的にもまた理念としても,一般に東洋では未発達

であった｡ しかし内面的自由および宗教的自由に対応できるものは中国やイ
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ンドにも見出しえないわけではない｡それは中国における老荘の無為自然の

思想と,インド的な解脱の思想である｡老荘を中心とする道家思想について

いえば,それは明瞭に超社会的である｡それがやがて隠逸という理想の生活

を生みだしていったのであり,これは西洋の古代ストアの哲人たちの体現し

た自由の理念に,一脈相通ずるものがある｡インド的解脱の思想も,その根

本は心を縛るさまざまの束縛からの解放であり,あらゆる内的な障害を克服

した自在,無擬の境地ともいうべきものであろう｡つまりこの解脱の自由は,

政治的自由に転化する可能性は,はじめから存在しなかったのである｡これ

は罪からの解放としてのキリスト教的な自由といくつかの点で平行するもの

である｡

キリスト教的な自由は,政治的な自由でも,また単なる精神的自由でもな

く,それらと多少重なり合う面をもちながら,やはり独自の内容をもつもの

である｡それはこの世の専制支配からの解放でも,運命の力とそれに対する

恐怖からの解放でもなくて,いわゆる罪からの解放をその中核としているか

らである｡

東西両民族の自由に対する意識を対比することについてヘーゲルは次のよ

うな言葉をもって表現している｡｢東洋人は,精神または人間そのものが,そ

れ自体として自由であることを知らない｡かれらはそれを知らないから,自

由ではない｡かれらは単に一人の者が自由であることを知るにすぎない｡.･･-

この一人の者は単なる一人の専制君主であって,自由な成年者,人間ではな

いのである｡自由の意識は,古代ギリシャ人たちの上にはじめて現われてき

た｡そしてそれ故にギリシャ人たちは自由であった｡ しかし,かれらもまた

ローマ人達も,若干の者が自由であることを知っていたに過ぎず,人間が人

間として自由であるということを知らなかった｡プラトンもアリストテレス

もこれを知らなかった｣10)とその ｢歴史哲学｣の序論に述べられているが,

ヨーロッパ人達にとっては,古代ギリシャ的自由の理念は,現在でもその理

念は失われてはおらない｡自由の思想は西欧の歴史の中に一貫して流れる基

本的な思想とみてよい｡これは日本にも,中国にも,インドの思想の中にも

みられないものである｡
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Ⅴ

ジョン･スチュアート･ミルは ｢自由は,入校の精神的幸福 (人類の他の

一切の幸福の基礎をなしているところの幸福)にとって必要である｣11)と述

べ,またアメリカ革命の指導者パ トリック･へンリイは ｢われわれに自由杏

与えよ,しからばは死を｣12)と叫ぶほど,偉大な思想家は,自由をこのよう

に高く評価している｡人間は常に自由を求める｡そして獲得しようとする｡

人類の多年にわたる自由の獲得の努力の成果が,今日の基本的人権の確立で

ある｡人類は革命において自由を旗印とし,戦争の宣言において自由解放を

理由として叫び,政治において自由を統治の原理として唱えてきた｡

元来人間は理性的動物であるから自由を求めるし,自由を求めるように宿

命づけられている｡人間は自由の自覚をもっているが,しかし自由をもたな

いから自由を求める｡不自由の世界にあって,不自由を自覚するがゆえにこ

れを超えようとする｡人間は自覚的存在である｡そのゆえに不自由の世界に

あってこそ自由を求める｡自由を求めることは自覚的存在である人間のさけ

難い宿命であろう13)0

動物は不自由の世界にあって不自由を自覚しない｡そのため,不自由の世

界に生存しながら動物には不自由はなく,却って自由をもつかに見える｡

龍の中に飼ってある小鳥を見て,われわれはその鳥には自由はないのでは

ないかと考える｡しかしもしその鳥が龍から放たれて限界のない無限の大空

に向って飛び立った時,それを眺めてわれわれは,小鳥が自由になったとい

う｡その意味では,野山に棲息する野鳥や野獣は自由である｡その場合,鳥

や獣はそれぞれ生まれながらの習性に従って生活し,自然の衝動によって行

動している｡かかる場合の自由は行動の拘束を受けていないという意味には

かならない｡動物には自覚の自由も不自由も存在しないのである｡しかし人

間の自由について語る場合,われわれは自由という言葉をそれと同じ意味に

用いているであろうか｡ある場合にはそうかも知れない,だが他の場合はそ

うではない｡たとえば,刑務所に収容されて毎日決ったノルマを遂行するこ
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とを強制されている人びとには,自由はない｡かかる場合には,それらの人

びとは篭の鳥に自由がないのと同じ意味で,自由を奪われているのである｡

しかしもし人びとが本能や欲望のおもむくままに行動し,衝動や本能に従

ってなされる行為に対して,何の拘束も,何の制御も加えられない状態にお

かれたとしても,それではたして自由であるということができるであろう

か14)｡人間の自由は単なる動物としての人間,動物と共通な人間の人間性の

解放を意味するものではない筈である｡たしかに本能や衝動のような生命的

欲求は,人間とも他の動物にも共通した現象を呈するであろう｡しかしかか

る本能や衝動の無制限の解放は決して人間の人倫的自由ではない｡

人間には理性がある｡それゆえに自覚的存在者なのである｡人間には道徳

的な責任感がなければならぬ｡本能や衝動のおもむくままにふるまうことは,

動物的存在としての自由ではあっても,人間的自由ではない｡そこでは欲望

によって理性が拘束され,本能や衝動のために責任感が盲目ならしめられて

いる｡人間は理性によって本能を制御し,欲望を抑えて責任を果すところに

こそ,真の意味で人間の自由が存在する｡

勿論,本能や衝動のおもむくままに行動することは一応最も強い解放的気

分を満喫し,自由の感情を味うであろうが,人はこれを放縦とか放任とかい

うように,倫理性をもつ人間の自由とは考えない｡このような場合のわれわ

れは本能や衝動に流されているのであり,実は主体性を全く喪失しているの

であって,なんら他の動物と変らないのである｡それは道徳以前の状態にあ

る｡このような自由を真の自由と呼ぶことは出来ない｡むしろこのような衝

動や本能を自ら禁じ,これを進んで統御し抑制する自律的の理性や精神,こ

れこそ真の人倫的自由の精神といわねばならない｡つまり理性による欲求統

御の力をもつところに,単なる動物と異なる人間の面目があると考えねばな

らぬ15). '',

真実の自由がかくの如く動物的衝動や本能などの生命的欲求の次元に存し

ないので,むしろ逆に自律的の禁欲作用にあることは明白である｡かかる意

味で,真に自主的,能動的,自発的なる､ものが人倫的自由であり,Freedom

こそ自由の主体であるといわざるをえない｡
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人倫上基本的な問題として,意志の自由がとりあげられるのは,この間題

を無視しては,その本質を根本的に究明することが困難だからである｡われ

われが人びとの行為に対し善悪の道徳的価値を下すことが出来るのは,自由

意志から出た行為に対してである｡従ってわれわれは自由意志に基づかない

ときとか,または物理的の不可抗力による場合に生ずる責任については道徳

的に非難しない｡それは不道徳 (immoral)でなく無道徳 (nonmoral)であ

り,善悪の判断の対象にならない｡これは恰も地震や鶴風のために人命が失

われても,それらを道徳的善悪の判断の対象にしないのと変らない｡たとえ

ば心神喪失の状態にあって行った犯罪を刑法では犯罪として罰することをし

ないのと原理的には同じである｡

動物の自由はいわゆる自然的必然の自由であり,この自由の前には恐怖や

不安は伴うかも知れない｡ しかし智力をもってこれを超越する力はない｡動

物は自然的必然の自由の支配のもとに生存 しながら,これを超越する能力が

ないから真の自由を獲得することは出来ない｡従って動物には進化はあり得

ても進歩はないのである｡ しかし人間は自然的必然性の支配の下にありなが

ら,それを超越し統御することが出来る｡この能力や精神こ-そ真に自由な心

である｡人間が自然的必然性の支配の下にありながらも,それを対象的に考

え,研究し,超越し,統御することが出来る｡そこに文化が生れるのである

が,このゆえに人間には進歩がある｡人間の進化は同時に進歩の意味を有す

るものである｡また進歩は自然的必然性の支配の下にありながら,それを超

越することの出来るものにおいてのみ発展が可能である｡そして進歩は自由

を前提としてのみ展開するのである16)17)0
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